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こ
れ
ら
の
制
度
を
受
け
る
場
合
、

事
前
に
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
請
月
分

か
ら
助
成
や
減
額
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
制
度
を
利
用
し
た
い
人
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用

し
て
い
る
人
は
、
有
効
期
間
が
６

月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引

き
続
き
利
用
す
る
場
合
は
、
再
度

手
続
き
が
必
要
で
す
。

① 

介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成

制
度

　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
が

介
護
保
険
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を

利
用
し
た
場
合
に
、
利
用
者
負
担

金
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

対 
象　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、

平
成
25
年
４
月
１
日
時
点
で
次

の
要
件
を
満
た
す
人
（
生
活
保

護
受
給
者
を
除
く
）

・ 

平
成
25
年
度
の
住
民
税
が
世
帯

全
員
非
課
税
で
老
齢
福
祉
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人
…
利
用
者

負
担
金
の
２
分
の
１
を
助
成

・ 

平
成
25
年
度
の
住
民
税
が
世
帯

全
員
非
課
税
の
人
…
利
用
者
負

担
金
の
４
分
の
１
を
助
成

用 

意　

対
象
者
名
義
の
通
帳
、
印

鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

◎
対
象
と
な
ら
な
い
サ
ー
ビ
ス

・ 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
サ
ー
ビ
ス

・ 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護（
有

　

料
老
人
ホ
ー
ム
等
）
サ
ー
ビ
ス

・ 

別
の
減
額
制
度
等
に
よ
り
、
利

用
者
負
担
金
が
減
額
に
な
っ
て

い
る
も
の

②
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

　

介
護
保
険
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
や

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

を
利
用
し
た
場
合
に
、
居
住
費
や

食
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度

で
す
。

対 

象　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、

平
成
25
年
度
の
住
民
税
が
世
帯

全
員
非
課
税
の
人

用 

意　

平
成
24
年
度
の
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
証
、印
鑑（
朱

肉
を
使
う
も
の
）

《
①
②
共
通
》

受 

付　

６
月
20
日
㈭
〜
７
月
16
日

㈫
（
土
・
日
・
休
日
を
除
く
）

受 

付
場
所　
介
護
い
き
が
い
課（
市

役
所
１
階
）、市
民
福
祉
課
（
総

合
支
所
仮
庁
舎
）

★ 

介
護
い
き
が
い
課
☎
㉕
１
７
１

９
、
市
民
福
祉
課
☎
72
１
３
３

３

　

市
で
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
課
税
の
た
め
、
新
築
又
は

増
築
等
さ
れ
た
家
屋
の
評
価
調
査

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調
査
は
、

対
象
者
に
通
知
し
た
う
え
で
、
市

職
員
が
訪
問
し
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
、
課
税
台
帳
か
ら
削
除
し
ま

す
の
で
課
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
住
宅
用
地
に
は
「
課
税
標
準
の

特
例
」
が
適
用
さ
れ
、
固
定
資
産

税
が
減
額
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
家

屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
そ
の

特
例
が
な
く
な
り
ま
す
。

★
課
税
課
☎
㉕
１
１
２
１

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
金
助
成
制
度
・

負
担
限
度
額
認
定
の
申
請（
更
新
）を
忘
れ
ず
に

児童手当を受けているみなさんへ　～６月28日㈮までに「現況届」の提出を～

　

課
税
の
適
正
化
を
目
的
に
、
６

月
か
ら
児
玉
地
域
の
土
地
及
び
家

屋
の
現
地
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
対
象
者
に
通
知
し
た

う
え
で
、
市
職
員
が
訪
問
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

★ 

児
玉
税
務
対
策
室
☎
72
４
２
２

０

　児童手当を受けているすべての人は『児童手当現況届』を提出しなければなりません。提出がないと、
資格があっても手当が受けられなくなります。該当者には、６月上旬に届出用紙を郵送します。
用意　現況届用紙、印鑑（朱肉を使うもの）
※その他、必要に応じて次の書類を提出する場合があります。
・受給者の健康保険証のコピー又は年金加入証明
　（厚生年金等に加入している場合）
・児童手当用所得証明書（平成25年１月１日の住所が市外の場合）
・世帯全員の住民票で省略のないもの（児童の住所が市外の場合）
提出場所　
　子育て支援課（市役所２階）、市民福祉課（総合支所仮庁舎）
提出期限　６月28日㈮
郵送で提出する場合
　郵送による提出は、到着日が届出日となります。期限に間に合わなかった場合は、支給を停止しますので、
早めに郵送してください。
※書き漏れや提出書類の不足等があった場合は、再度提出していただくことがあります。
※郵送事故防止のため、簡易書留、特定記録郵便など記録に残る郵送をお勧めします。
★子育て支援課☎㉕１１３０、市民福祉課☎72１３３３

新
築
・
増
築
家
屋
の

　
　

評
価
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す

児
玉
地
域
に
お
け
る

固
定
資
産
税
の
現
地
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
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市
で
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化

や
財
源
の
確
保
等
を
目
的
に
有
料

広
告
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
国
民
健
康
保
険
証

の
送
付
の
た
め
の
封
筒
に
掲
載
す

る
有
料
広
告
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

広 

告
媒
体　

長
形
３
号
封
筒
（
国

民
健
康
保
険
証
の
送
付
に
使
用
）

募 

集
期
間　
６
月
28
日
㈮
ま
で（
必

着
）

広
告
の
規
格
等

①
掲
載
位
置　

封
筒
裏
面

②
募
集
枠
数　

４
枠

③ 

枠
の
大
き
さ
（
１
枠
当
た
り
）

お
お
む
ね
縦
30
㎜
×
横
85
㎜

④
刷
色　

単
色
（
黒
）

⑤ 

広
告
料
（
１
枠
当
た
り
）

１
８
、
０
０
０
円

⑥
印
刷
枚
数　

１
８
、
０
０
０
枚

⑦ 

掲
載
期
間　

印
刷
後
、
市
が
使

用
を
終
え
る
ま
で
の
期
間
で
、

９
月
か
ら
半
年
間
程
度

※
約
１
４
、
０
０
０
枚
を
９
月
下

旬
に
送
付
す
る
国
民
健
康
保
険
証

の
更
新
時
に
使
用
し
ま
す
。

申 

込　

次
の
書
類
を
郵
送
又
は
直

接
企
画
課
（
市
役
所
３
階
）
へ

提
出

① 

有
料
広
告
掲
載
申
込
書
（
企
画

課
で
配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

国
民
健
康
保
険
用
封
筒
に
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

犬の飼い主のみなさんへ　～「飼い主のマナー」を守りましょう～
　かわいい愛犬でも、マナーを守らずに飼うと、周囲に迷惑をかけてしま
います。家族の一員として愛犬と楽しく暮らすために、飼い主としてのマ
ナーを守りましょう。
飼い主の責任です！フンは持ち帰りましょう！　
　愛犬を散歩させるときには、フンを持ち帰る道具を持ち、飼い主が必ず
フンを持ち帰りましょう。
※ペットのフン害にお困りの人には、啓発用の看板を無償で配布していま
す。希望する人は、下記の窓口へ直接お越しください。
配 布窓口　本庄市保健センター、環境推進課（市役所４階）、総務課（総合
支所仮庁舎）
人にも、犬にも迷惑です！放し飼いはやめましょう！　
　犬の放し飼いは、周囲にとっては大変迷惑です。犬には、限られた自分
の居場所（テリトリー）が必要です。愛犬が安心し、落ち着いて生活でき
るよう、綱や鎖でつなぐか、柵やおりなどで囲い、放し飼いはやめましょう。
あなたが主人です！最後まで責任を持って飼いましょう！
　犬に共通する習性や、犬の持つ性格をよく理解し、最後まで愛情を持っ
て飼いましょう。また、妊娠を望まない場合は、早めに去勢手術、避妊手
術をすることも考えましょう。 ★健康推進課☎㉔２００３

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
は
、
自
動
車

の
排
出
ガ
ス
や
工
場
等
の
ば
い
煙

な
ど
に
含
ま
れ
る
窒
素
酸
化
物
や

炭
化
水
素
が
、
太
陽
の
紫
外
線
に

よ
り
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
で
き

る
も
の
で
す
。
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

は
、
一
定
の
濃
度
に
な
る
と
人
の

健
康
や
植
物
な
ど
に
被
害
を
及
ぼ

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

発
生
し
や
す
い
気
象
条
件
は
、

晴
れ
又
は
薄
曇
り
の
日
で
、
気
温

が
高
く
、
風
が
弱
い
と
き
で
す
。

こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
な
る
べ

く
屋
外
に
出
な
い
よ
う
に
し
、
窓

等
は
で
き
る
だ
け
閉
め
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
目
が
チ
カ
チ
カ
し
た
り
、

の
ど
に
痛
み
を
感
じ
た
り
し
た
場

合
は
、
す
ぐ
に
洗
眼
や
う
が
い
を

し
て
く
だ
さ
い
。
乳
幼
児
、
高
齢

者
、
病
弱
な
人
は
被
害
を
受
け
や

す
い
の
で
、
特
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。
症
状
が
重
い
場
合
は
、
医
師

の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

★
環
境
推
進
課
☎
㉕
１
１
７
３
、

　

本
庄
保
健
所
☎
㉒
６
４
８
１

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に

ご
注
意
を
！

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
も

の
）

② 

広
告
の
原
稿
（
電
子
デ
ー
タ
）

③ 

申
込
者
の
事
業
内
容
等
が
分
か

る
書
類

④ 

納
税
証
明
書
（
申
込
者
が
市
外

の
場
合
）

郵
送
先

　

〒
３
６
７―

８
５
０
１

　

本
庄
市
本
庄
３―

５―

３

　

本
庄
市
役
所
企
画
課

注
意
事
項

・ 

内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・ 

応
募
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

・ 

応
募
少
数
の
場
合
は
、
掲
載
を

見
合
わ
せ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
「
本
庄
市
有
料
広
告

事
業
取
扱
要
綱
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
企
画
課
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

　最近は猫によるフン害も多
く見受けられます。猫を自由
にさせておくと、他人の敷地
内に入り込んで用を足します。
　猫を飼っている人は、家の
中にトイレを用意して使わせ
るようにしましょう。
トイレのしつけは簡単です
　臭いを嗅いで回ったりして、
場所を探している様子を見た
ら、用意したトイレに連れて
行きます。これを繰り返して
覚えさせましょう。
＊ 猫についての相談は、埼玉
県動物指導センター（☎
048－536－2465）へ

猫の飼い主のみなさんへ


